
プラチナタウン（弁護士　梶山　敏雄）
弁護士　梶山　敏雄

近ごろとみに乱読の傾向が強まり、脈絡なく手当たり次第の読書ですが、楡周平（にれしゅうへい）という作家の「プラチナタウン」が痛
快でした。昨年一世を風靡した「倍返し」の池井戸潤とは又ひと味違います。

出世街道を外された大手総合商社マンがひょんなことで膨大な負債を抱えた故郷東北の町長を引き受けることになり、高齢化社会を逆手に
取り、老人の街建設を誘致することで自治体を生き返らせるという話です。
疲弊した日本の経済を福祉の充実によって立て直すというものですが、既存の価値観やしがらみにとらわれない新鮮な発想と実行力を持ち、
住民・国民の幸せを常に中心に考える政治家、官僚・役人らがいれば、ひょっとすれば未だ日本も何とかなるのでは？　と思わせてくれる
「物語り」です。

私も６７才になり、自宅には要介護４の寝たきりの妻の母親も一緒の生活になっています。
今後ますます環境が悪化すると思われる高齢化社会、そして何よりもそうした社会を支える若い人達の絶望感への一筋の望みなどを、新し
い年、正月に、いっとき感じさせてくれるかも知れません。　　　　　　　　　

報道の自由（弁護士　伊藤　明生）
弁護士　伊藤　明生

日本国憲法21条1項。
｢集会，結社及び弁論，出版その他の一切の表現の自由は，これを保障する」。

自民党が在京各テレビ局に，選挙報道の内容について細かく要請する文書を，昨年11月20日に出していたことが27日にわかったとの
報道が，同月28日にありました。
この文書は｢選挙時期における報道の公平中立ならびに公正の確保についてのお願い」と題するものですが，その内容，経緯から，それが
権力を監視するという使命を帯びた報道機関を萎縮させるための文書ではないかとの懸念や批判の声が上がっています。

更に，同月29日には，自民党が外国特派員協会の記者会見を拒否したと，外国メディアで報道さている事を，ネットで読みました。
これも，外国特派員からの厳しい質問を避けるためではないかと疑われています。

このように自由な報道を嫌う倍政権が特定秘密保護法をどのように使うのか？
想像するだだけで，恐ろしくなります。
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国民は選挙でどう判断するのでしょうか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

マララ・ユスフザイさんと憲法９条を守る活動（弁護士　伊須
慎一郎）
弁護士　伊須　慎一郎

マララさんがノーベル平和賞を受賞した際のスピーチを、みなさんは読まれたでしょうか。マララさんはタリバン支配下で学校に行くこと
が許されていませんでした。
しかし、マララさんは学校に行って学んで夢を叶えたかった。

マララさんには２つの選択肢がありました。
１つは「声を上げずに殺されること」、もう１つは「声を上げて殺されること」。

ご存知のとおり、マララさんは子供が教育を受ける権利を訴え、銃撃されます。それでもマララさんは教育を受けられない５７００万人の
子供のために声を上げ続けました。

候補となった日本国憲法９条は残念ながら受賞を逃しました。
しかし、私は、マララさんの権利を勝ち取るための勇気あるたたかいから声を上げ続けることの重要性を学びました。

私たち１人１人の力は微力ですが、力を合わせれば、憲法９条をなくして日本を普通の国にしようとする政府の企みも阻止できるはずです。
みなさんと力を合わせて、おかしいことは、おかしいと言い続けたいと思っています。

今年も１年よろしくお願いします。

憲法と人権を考える市民のつどい「なぜ、今『集団的自衛権』な
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のか」（弁護士　谷川　生子）
埼玉総合法律事務所　谷川生子

平成２６年４月９日（水）、埼玉弁護士会主催で集団的自衛権をテーマにした市民集会が開かれました。
昨年１２月に開催した「なぜ、今『国防軍』なのか」と題する市民集会の第２弾です。ゲストとして、昨年１２月の市民集会にもご参加頂
いた、東京新聞論説委員の半田滋氏をお招きし、今回はさらにもう一人、元内閣官房副長官補・柳澤協二氏にもご参加頂きました。

集会の前半は講師二人の講演、後半は当会の弁護士を交えた講師同士の対談という二部構成でした。以下、今回の集会についてご報告しま
す。

１　集会の趣旨
初めに、大倉浩会長から、開会挨拶と、集会の趣旨説明がありました。
政府が国民の議論を待たず、集団的自衛権行使容認に向けた動きを加速させる中、弁護士には国民主権、平和主義について市民に説明する
義務があると語り、今回のつどいを通じて、市民の方々に平和の大切さを理解してもらいたいと訴えました。

続いて、佐渡島啓副会長より、「集団的自衛権」、「個別的自衛権」及び「集団安全保障」等の用語に関する解説がありました。
歴史上、集団的自衛権が、アメリカによるベトナム侵攻、旧ソ連によるチェコ侵攻、アフガニスタン侵攻等、大国の他国に対する軍事介入
の根拠として利用されてきた事実を指摘した上で、今日の日本にとって、本当に集団的自衛権の行使が必要なのか、安倍首相の唱える「積
極的平和主義」の意味するものは何なのか、という問題提起がありました。

２　半田滋氏の講演
半田滋氏は「集団的自衛権のトリック」と題して講演されました。
半田氏は、東京新聞編集局社会部記者を経て２００７年から編集委員、２０１１年からは論説委員を兼務しており、１９９２年から２０年
以上にわたり防衛庁及び防衛省を取材し、自衛隊の活動に精通しています。
半田氏からは次のようなお話しがありました。

・日米同盟の崩壊を防ぐため、公海での米艦艇防護を行う必要性があるとの主張があるが、実際に軍事力の違いを顧みず、アメリカに戦
争を仕掛ける国があるとは考えられない。
友達が殴られそうになったらこれを守るのは当たり前だ、という考えを植え付けるために、かような例を持ち出しているのではない
か。

・（自衛隊の活動風景の画像を示しつつ）人道支援のために派遣されたサマワの基地で、自衛隊員は、日の丸が４枚も貼り付けてある迷
彩服を着て活動している。
自衛隊は人道支援なので、武装勢力に殺されないよう、あえて目立つ格好をしている。
対する米兵は、風景に溶け込んで人殺しをしなければならないため、当然迷彩服に星条旗はついていない。
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集団的自衛権行使を認めれば、憲法９条の下での自衛隊の活動が、大きく様変わりしてしまう。

・陸上自衛官の自殺者数に注目したい。自衛官の自殺率は、一般公務員の１．５倍、イラクに行った自衛官の自殺率はその１０倍である。
イラクでは常にロケット砲弾の危機にさらされ、その過酷な経験から自衛官がＰＴＳＤになっている可能性がある。
しかし、政府は、自衛官の自殺の原因について調べていない。
特に政府が、イラク戦争への自衛隊派遣の正当性、イラク戦争自体の正当性をきちんと検証していない点を指摘し、安倍首相が、武
力行使が引き起こす結果に一切言及せず、闇雲に集団的自衛権行使を進めようとしている点を批判しました。

３　柳澤協二氏の講演
柳澤協二氏からは、「安倍政権の安保政策／何を目指すのか／日本のためになるのか」と題する講演がありました。
柳澤氏は、内閣官房副長官補として、自衛隊イラク派遣を統括する立場にありましたが、憲法の歯止めを無視した政府の暴走を止めたいと
いう思いから、本集会に参加されました。柳澤氏からは、次のようなお話しがありました。

・なぜ今「集団的自衛権」なのか。安倍首相の話は、国際情勢とは関係なく展開されているため、矛盾に満ちている。日米同盟を「血の
同盟」にし、日米対等の関係を作らなければならないという個人的な思いだけで動いているのではないか。

・集団的自衛権行使に歯止めはない。遠方でも日本の安全に影響が及ぶことは考えられる以上、地理的な限定はできない。
また、日本はイラク戦争の際、当事国でない以上軽々に意見は言えないとのことでアメリカの武力行使に賛成しており、今後もアメ
リカが違法な戦争をするはずがないという前提で事にあたるならば、アメリカからの協力要請を断ることはできないだろう。

・日本のあるべき国際貢献の姿は、他国の戦闘行為に加担することではなく、高度な技術を教え、人材を育て、マネジメント能力を発揮
することである。
あくまで政府は、戦争を回避するために世論を沈静化する役目を果たすべきであり、積極的平和主義の本来は、日本が国際秩序を積
極的に守る立場に立つことであると語りました。

４対談・質疑応答
後半の対談の中で、柳澤氏が半田氏に、実際のところ自衛官はこの集団的自衛権行使容認に向けた状況をどう思っているのか尋ねました。
半田氏からは、自衛官は、相手から武力攻撃されないと反撃はできないと教え込まれている。
たとえば尖閣諸島に誰かが忍び込んだ場合、相手方が武力を使っていなくてもこちらは使っていいのか、そんなことが許されるのか、と戸
惑っている状況にある、という話がありました。

また、平和を守るために自分にできることは何か、という会場からの質問に対し、柳澤氏は、日本の平和・安全は、政府だけでなく国民一
人一人が考えるべきこと。
個々人が、その人格に基づいて平和を語り、自分の愛する者が死ぬことは嫌だと子や孫の世代に伝えることが大切だと語りました。
半田氏は、選挙を通して意見表明すること、国会前のデモに参加して声をあげる等、世論の力で政府の暴走を止めることが重要と回答しま
した。



最後まで参加者の熱気に包まれたまま、閉会となりました。

５予期せぬ参加人数
通常、憲法と人権を考える市民のつどいの参加者は概ね２００～３００人です。
特に今回のテーマは、日頃聞き慣れない「集団的自衛権」であって、どれだけの市民が関心を持っているか疑問であったこともあり、主催
者側で当初用意していた資料は３５０部でした。
しかし、当日蓋を開けてみれば、用意していた資料部数をはるかに超える６００人以上の参加がありました。
会場の埼玉会館小ホールの席数は５００席であったため、場内で立ち見の人々の他、場外のモニターで見る人々が出る状況でした。
席につくことができなくとも、立ち去ることなく講演に聞き入っている参加者を見て、このテーマに対する国民の関心の高さ、危機感の高
まりを実感しました。

６集会後の感想
集会後、半田氏からは「あれだけの人々の真剣な眼差しを受けたのは初めてで緊張した。なんとかなるかも、と勇気づけられた。」との感
想があり、柳澤氏からは「埼玉の盛り上がりはすごい。
若い人たちに考える引き出しを作ってもらいたい。勉強会の企画等があれば協力する。」との言葉がありました。

集会の参加者が、それぞれ自分の考えに自信を持ち、共に歩もうという連帯感が生まれた集会となりました。
今回の市民集会で味わった熱気が、集会に携わった会員にとっても励みになったことは間違いなく、今後も市民の声を大切に、活動を拡げ、
立憲主義に反する政府の暴走を止めよう、と会員同士決意を新たにしました。

７　今後の活動に向けて
今回、いつになく大勢の市民の参加があった理由は、テーマへの関心の高さ、講演者の顔ぶれに加え、弁護士会と市民団体とが事前に連携
を図ったことにあります。

この集会を開催するまでに、弁護士会は、特定秘密保護法に反対する市民団体との懇談の場を設ける等、市民団体と会をつなぐ活動を行い
ました。
それらの活動が、当日の多くの市民の参加につながったと思われます。
弁護士会には弁護士会ならではの連携を作ることのできる可能性があり、今後、弁護士会が、集会の他、パレード、街頭宣伝等外部へ発信
するにあたり、どこまで市民と協力できるか、会内で議論を重ねることも必要かと思います。

集会後、６月９日には、浦和で集団的自衛権に反対するパレードを行いました。約５６０人もの参加がありました。
７月３１日には、浦和の埼玉会館大ホールで、集団的自衛権をテーマとする１３００人規模の集会を開きます。

今後の弁護士会の活動に、一人でも多くの会員の皆様にご参加頂ければと思います。



埼玉弁護士会　副会長就任にあたり（弁護士　伊須　慎一郎）
弁護士　伊須　慎一郎

平成２６年度埼玉弁護士会副会長を担当させていただくことになりました。修習期は５５期です。

これまで、埼玉弁護士会の会務は、市民集会実行委員会に時々顔を出す程度でしたので、ほとんど会内の運営状況・実態を知らず、果たし
て副会長の重責が務まるのか心配でした。

しかし、執行部の先生方は、大倉会長を筆頭にみなさん、明るく、真面目な方ばかりですし、事務局のみなさんも河上事務局長を筆頭にみ
なさん頼りになりますので、大船に乗った気持ちでやっていこうと考えいています。

就任以来２ヶ月が経とうとしていますが、弁護士会は課題山積です。

集団的自衛権の行使を容認しようとする政府の動きに対し、弁護士会に何ができるのか、今年１２月までに施行される予定の特定秘密保護
法を廃止・無力化できるか、解雇自由社会・残業代ゼロ社会などの労働法制改悪の動きを止め、格差社会の是正を図る取り組み、政党を超
えて国会議員の支援が広がっている司法修習生給費制復活の問題などは、様々な市民団体のみなさんなどと連携できるかどうかという問題
があります。

また、弁護士業務の効率化を図るために２３条照会制度の運用整備（理由のない回答拒否事案などへの対応）、弁護士会法律相談の拡充・
充実、広報活動なども、担当委員会の先生方のご努力には頭の下がる思いです。

会内には約６０の委員会がありますが、会員の先生方のお力をお借りして、課題に１つ１つ取り組みたいと思っています。何とか１年間頑
張りたいと思いますので、１年間よろしくお願いします。

創立40周年のつどい（弁護士　牧野　丘）
弁護士　牧野　丘

２０１３年５月、埼玉総合法律事務所は、創立４０周年を迎えました。同時に、創立者の宮澤洋夫が米寿を迎え、当事務所では約１年前か
ら記念行事の準備を進めてきました。
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その柱は、宮澤の米寿に合わせ、ゆかりの皆さまをお招きしての集いの開催と記念誌の編纂でした。

１１月１５日に開催した集いには、各地、各方面から約３００名もの皆さんにご来訪いただき、にぎやかかつ和やかに開催することができ
ました。
お集まりいただいた皆さまには、改めて心より感謝申し上げます。
またたくさんの皆さまからご厚志を頂戴しました。
本当にありがとうございました。

当日は、池本誠司埼玉弁護士会会長、篠原義仁自由法曹団団長からご祝辞をちょうだいしたあと、柴田泰彦埼玉県労働組合連合会会長の乾
杯のご発声で宴が始まりました。
埼玉合唱団の皆さんの染みいる歌声で会が盛り上がったところで、宮澤の米寿祝いのコーナーに移りました。
ここでは、宮澤ゆかりの皆さまにスピーチをいただきましたが、本来はご欠席のご連絡をいただいていた医師の肥田舜太郎先生がお見えに
なり、急遽、お祝いの言葉をいただくサプライズもありました。

最後に、当事務所の事務局たちを中心に製作した、「映像でふりかえる埼玉総合」を梶山の紹介でご披露しました。
ここでご披露した映像、画像は、当事務所に限らず、お集まりの皆さんにとっても懐かしさひとしおだったのか、時折会場は爆笑に包まれ
るなど、なごやかな時間になりました。

もうひとつの柱が、４０周年記念誌の製作でした。
当事務所には、創設以来の数多くの記録が残されています。これを改めて読み直し、諸先輩からお話を伺ういわばプレ企画のようなものも
何度か催し、１１月１５日の集いに合わせて刊行することができました。
私たち所員にとって、この刊行の意義は、記念誌の１章のタイトルにも用いた「埼玉総合のDNA」の再確認でした。
原稿をお寄せいただいた皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。現役メンバーが知らなかった事柄も数多くありました。記念誌全体を通
して読んでみると、当事務所に脈々と流れている大きな太いものがほのかに見えてきます。
どこにでも存在する法律事務所、というわけではない、特殊な成り立ちが私たちを支えているのだと思います。

「温故知新」。
私たちは、先輩方が遺してくれた「遺産」に甘えることなく、「DNA」に自信を持って世の中の出来事に食いつき、新しい時代を切り開
いいかなければならない、のだろうと思います。
また、そうしてこそ私たち「埼玉総合」の生きる道があるのだ、と再発見した次第です。



生活保護基準引き下げ反対（弁護士　古城　英俊）
弁護士　古城　英俊

昨年８月に生活保護の基準が引き下げられました。
今年の４月、来年の４月に同様の引き下げが予定されています。この引き下げによって、生活保護費が平均6.5％、最大10％引き下げ
られる予定です。

生活保護は、憲法25条の生存権保障の理念に基づいて、さまざまな事情で現に生活に困っている人を助ける制度で、最後のセーフティー
ネットと呼ばれています。

昨年８月の引き下げ後に行った引き下げ反対の電話相談では、保護費の引き下げによって、食費を削るしかなくなった、子どもの洋服や靴
を買い替えることができなくなったという声がありました。
これからの引き下げによって、健康で文化的な最低限度の生活を保障する最後のセーフティーネットの機能が失われてしまうおそれがあり
ます。

また、保護費の引き下げは、地方税の非課税基準などと連動しており、生活保護世帯だけの問題にとどまりません。
突然、税負担を求められる世帯や減免措置が受けられなくなる世帯が出るおそれがあるのです。

厚労省が保護費削減の根拠の一つとしている物価指数は、最近の値下がり幅が大きい電気製品の影響を強く受ける指数であること、生活保
護世帯は電気製品をあまり購入しないにもかかわらず、この指数を根拠としていることなどが問題です。

昨年８月の引き下げに対して、９月までに全国一斉で審査請求を申し立てました。
今年は取消訴訟を提起します。貧困のない社会を目指してしっかり取り組んでいきたいと思います。

仁川地方弁護士会（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

昨年１０月、埼玉弁護士会のメンバー約２０名で、会と姉妹提携をしている韓国・仁川地方弁護士会を訪問した。
２泊３日のスケジュールでは、片言の英語と焼酎入りビールの一気飲みで盛大に盛り上がった宴会だけでなく、両国でトピックな法律問題
をそれぞれ報告するセミナーもおこなった。

仁川弁護士会からは、今年から韓国で始まった法曹一元の説明を受けた。
これまでは韓国も日本同様に、司法試験合格者は一定期間の研修後に裁判官・検察官・弁護士とそれぞれの道に進んでいたが、これを当初
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は３年以上、２０２２年以降は１０年以上弁護士等の経験を有することを裁判官の任用条件としたのである。

法曹一元は英米法系の国では古くから採用されている制度であるが、今回韓国で導入された大きな理由には、韓国国民による司法不信があっ
た。
例えば、出世コースをはずれた裁判官が定年よりもはるか前に退官して弁護士に転身するケースが多く、経験豊富な裁判官による裁判を受
けられないという事態が生じたり、あるいは、途中退官した元先輩裁判官の弁護士に担当裁判官が事件処理で配慮する慣行があると言われ
ていた。

日本でも１０年ほど前には法曹一元が司法改革の一つとして議論されていたが、裁判所等の抵抗が強く、現時点では実現する見通しはない。
しかし、司法に対する国民の不信という不幸がきっかけであったとはいえ、法曹一元という劇的な制度改革を実現した隣国のダイナミック
な動きに多少の興奮をおぼえると共に、果たして日本の司法は国民に信頼されているのか、様々なことが頭に浮かびながらの帰国であった。

埼玉奨学金問題ネットワークを設立しました（弁護士　鴨田　譲）
弁護士　鴨田　譲

大学の学費が高騰する一方、家計の収入は減少し、今や大学生のおよそ２人に１人が何らかの奨学金を利用するほど大学進学に果たす奨学
金の役割は大きくなりました。
しかし、現在、就職難や低賃金・不安定雇用の拡大によって大学を卒業しても奨学金を返せない人が多く生まれる事態が発生しています。

他方、このような状況にもかかわらず、奨学金実施団体である日本学生支援機構は、2009年ころから、債権回収会社、ブラックリスト、
支払督促、裁判等までも利用した徹底した回収強化策により返済ができない人に対する無理な取り立てを行うようになりました。

これらの事態に対応すべく、本年3月31日に「奨学金問題対策全国会議」が設立されましたが、私たちの暮らす埼玉県内を見てみると、
県内の大学数は30校（全国8位）、県内の大学に通う学生数は約12万5000人（全国7位）（平成22年度調査）、埼玉から東京の
大学に通う学生も相当数いることを考えると、埼玉県内においても奨学金の返済に苦しむ多くの方がいるものと考えました。

そこで、埼玉を中心とした弁護士、司法書士、研究者、教育関係者、当事者たる学生・生徒や保護者など、この問題に関心のある方の参加
を広く求め、奨学金被害の救済・予防、奨学金制度の改善に向け、9月28日に「埼玉奨学金問題ネットワーク」を設立しました（代表＝
柴田武男聖学院大学教授、事務局長＝鴨田、事務局＝当事務所）。

始まったばかりの運動ですが、是非多くの方のご支援を頂ければと思っております。
宜しくお願いします。
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詐欺の撃退法（弁護士　竹内　和正）
弁護士　竹内　和正

「オレオレ詐欺」「母さん助けて詐欺」「サクラサイト詐欺」「振り込め詐欺」「買え買え詐欺」「劇場型詐欺」「カニカニ詐欺」
等々（総称して「特殊詐欺」と言われたりします。）、近年、詐欺は手をかえ品をかえ、被害を拡大し続けています。

例えば、現在、オレオレ詐欺などでは、学校や職場の名簿等を取得した上で、子どもの名前だけではなく、学校名や勤務先、同級生や同僚
の名前などをだして信用させようとしてきますし、劇場型詐欺では、複数の業者を装って「ある業者のパンフレットが届いたら教えて欲し
い。」などと次々に電話をし、興味を持たせた上で、後日、偶然を装ってそのパンフレットを送付し、信用させようとしてきます。

本当に手口が巧妙化し、被害が深刻化しているため、ほんの一例にすぎませんが、いくつか注意点をお伝えします。

まず、親族などを名乗り電話でお金を要求された場合には、一度電話を切りこちらが把握している番号に折り返し電話するようにしてくだ
さい。
サイト上のやりとりで「文字化けを解除」するためにお金を払えといわれた場合、未公開株や社債等の購入代金を現金で手渡すように求め
られたり、エクスパックで現金を送れと言われた場合、会社から勧誘をうけたにも関わらず、送金先が個人名義の口座であった場合、投資
関係の勧誘で「絶対に損をすることはない。」といわれた場合、詐欺を疑ってください。
可能であれば、勧誘業者をインターネットで検索することもお勧めします（詐欺業者との情報が出ていることがあります）。

そして、身に覚えのない請求をされてしまったとき、お金を払ってしまった後に詐欺かもしれないと思ったときは、できるだけ早くご家族
や各地の消費生活センター、弁護士にご相談ください。
自分に落ち度があったからなどと考え、相談を差し控えるようなことはしないでください。悪いのは１００％だましたほうです。

条件さえ揃ってしまえば、誰でも詐欺被害に遭ってしまう可能性はあります。
皆さんもぜひご注意ください。
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